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◎群馬県告示第２４０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県前橋土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１１月７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

一般国道 ２９１号 前橋市田口町字下田尻１３
９番の１地先から同市同字
同１３８番の９地先まで 

前 ２３．０～３５．８ １５．０ 

後 ２３．０～２５．３ １５．０ 

 

 

 

◎群馬県告示第２４１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１１月７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 高崎安中渋川
線 

高崎市箕郷町上芝字東龍ノ
宮５１７番の２地先から同
市同字西龍ノ宮５３９番の
８地先まで 

前 １０．８～１１．０ ２４．４ 

後 １８．５～１８．８ ２４．４ 

 

 

 

◎群馬県告示第２４２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１１月７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 高崎安中渋川線 高崎市箕郷町上芝字東龍ノ宮５１７番の２地先から 令和７年１１月７日 

■ 告  示 
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同市同字西龍ノ宮５３９番の８地先まで 

 

 

 

◎群馬県告示第２４３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。 

  令和７年１１月７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 平塚境停車場
線 

伊勢崎市境米岡字新屋敷前
３７２番の１０地先から同
市境東字町並２１６番の１
地先まで 

前 ６．６～１２．７ 
１６．０～１９．０ 

８００．４ 
５８０．０ 

後 １１．３～１９．０ ９１６．６ 

 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第６８条第４項において準用する同法第１８条第１８項の規定により

次のとおり清算法人古巻中部土地改良区の清算人等の退任の届出があったので、同法第６８条第４項において準用

する同法第１８条第１９項の規定により公告する。 

    令和７年１１月７日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

土地改良区名 
清算人
監 事
の 別 

区 分 役 員 氏 名 住      所 

古巻中部 清算人 退 任 市川一男 渋川市有馬３７８番地１ 

 同   同  柴崎芳郎  同  同 ４９４番地 

 同   同  柴崎さえ子  同  同 乙５１０番地 

 同   同  高津勝司  同  同 ５３７番地 

 同   同  飯塚勝司  同  同 ５６７番地２ 

 同   同  中村昭典  同  同 １１７３番地 

 同   同  木村正  同 八木原５３９番地 

 同   同  外丸春男  同  同 ９０１番地 

 同   同  廣田勝次  同  同 ９０３番地 

 同   同  飯塚貴一  同  同 ９０６番地 

 同   同  中澤初  同  同 ９２４番地１ 

■ 公  告 
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 同   同  侭田英昭  同  同 １０５０番地１ 

監 事  同  青木巻治  同  同 ９０２番地２ 

 同   同  青木文男  同  同 ９１９番地 

 同   同  奥泉安六  同 行幸田１０番地７ 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和７年１１月７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 邑楽郡邑楽町大字篠塚字寺中４１４０－１ 邑楽郡大泉町坂田六丁目９番３７号 フォレスト
Ⅱ－２０１号 
清水郁也、清水たつえ 

 
 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第７４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、 

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分 

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１ 

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２  

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に 

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。  

    令和７年１１月７日  

群馬県選挙管理委員会委員長  片  野  清  明      

１  群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数  ３１，４３５  

２  群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を 

  乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数  ２９６，４６５ 

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 
 

選挙区名 ３分の１の数 

北群馬郡 １０，０６８ 

甘楽郡 ５，８２７ 

吾妻郡 １４，１９０ 

利根郡 ８，５９２ 

佐波郡 ９，７９１ 

■ 選挙管理委員会告示 
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邑楽郡 ２６，１７５ 

前橋市 ９１，１２３ 

高崎市 １０２，００８ 

桐生市 ２９，００３ 

伊勢崎市 ５５，４７７ 

太田市 ５８，４４４ 

沼田市 １２，３７１ 

館林市 ２０，１６５ 

渋川市 ２０，６５９ 

藤岡市・多野郡 １８，２７７ 

富岡市 １２，７０９ 

安中市 １５，４７９ 

みどり市 １３，５５４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年１１月７日（金）           群 馬 県 報                 第１０３４６号 

 

6 

    
職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 
 

均 
 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
号 

 
 
 

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
（
平
成
元
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

別
表
職
員
採
用
試
験
（
社
会
人
経
験
者
）
の
項
中
「
農
業
」
を 

 
 
 

に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                         

               

■ 

人
事
委
員
会
規
則 

農
業 

電
気 

機
械 

建
築 



 令和７年１１月７日（金）        群 馬 県 報                第１０３４６号 

 

7 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和７年１１月７日 

                                                            群馬県教育委員会教育長 平 田 郁 美   

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 令和７年度群馬県立学校１人１台学習用端末導入及び運用保守業務 

iPad  １，６１５台 

Chromebook １０５台 

充電保管庫  ３８台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県教育委員会事務局管理課 群馬県前橋市大手町一

丁目１番１号 

３ 落札者を決定した日 令和７年７月１６日 

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社内田洋行 営業支援統括グループ 東京都江東区東陽２丁目３番２５号 

５ 落札金額 １１０，６２９，２００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和７年６月６日 
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■ 落  札 


